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現在の社会構造の変化については、人口の少子高齢化、経済格差の増縮、そして'情報化社会の急激

な進展などが議論されて久しい。!表療・椙祉政策費等の増大に伴う社会における必要経費の見直しゃ

悟報産業による文化芸術の新たな価龍の創出など、文化芸術を取り巻く環境も変化してきている。本

論文では、未来に向けて新たな展開を余儀なくされている文化芸術について、 f公共性Jをキーワー

ドに、文化政策や清報化社会との関わりを、音楽芸術に焦点を当てながら分析する。そして、

術の演奏分野のなかで最も社会的構造を内包するオーケストラに着日し、その組織構造や演奏を講築

していく過程の中に生成する公共性について論じる。

しはじめに

南米ベネズエラ・ボリビア共和国に世ー界の者楽界から往日を集めている青少年・短章オーケストラが級

織され活発な活動を繰り広げている。名称を fベネズエラ・ボリビア青少年・児童オーケストラ全国制度

財団Jとする、 1975年に首都カラカスで始められた教育慰留である。このプロジェクトには、 25万人の青

少年・児童が参加し、 210のオーケストラが組織され、楽器は無{震貸与、練習は毎日行われている。優秀

者は「ベネズエラ・ボリビア全国青少年管弦楽団jのメンバーとなることができ、住居や生活費も提供さ

れている。ベネズエラは世界有数の石油田でありながら、国民の50%が低所得者層で、南米ーの犯罪多発

閣でもある。このプロジェクトは、こうした社会環境から子供たちを救い出し、善良な市民へ成長するの

を手助けするために、全屈規模で活動を行っている。(高松宮殿下記念世界文化賞 http://www.

praemiumimperiale.org/jp 2008. 5. 25アクセス 以下参賠)このオーケストラに参加し音楽のとりこになっ

た青少年・児童は、オーケストラでの演奏を通じ、感受性の形成はもとより、多数性に対する認識、主体

的な生き方、規範の中での自由の意味、意思表示の能力など多くの社会性を学び、これからの人生の指標

となり礎となるものをつかんでいく。ベネズエラの青少年・児童に生きる道筋を与えたのは、音楽の持つ

社会的な力といえないだろうか。

一方、わが閣に日を移せば、現在急、激な変化を見せている社会のなかで、文化芸術は、二つの菌の課題
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に直面している。一つ自は、社会構造の変化から影響を受ける文化政策のあり方である。特に少子高齢化

に伴う藍療・揺祉政策の重要性が高まるにつれ、行政の施策の有する公益性に対する評価はより厳しく

なってきている。当然、文化政策における公益性についても関われることになる。ニつ自は、情報産業の

技術革新により、文化芸術がその背景や歴史的意味から切り離された姿で、繰り返し消費されたり配信さ

れたりしていることである。この状況は、文化芸術が多くの情報資源のひとつとなり、その最も大切な特

費である、芸術的体験のー囲性を失わせていることになる。特に音楽芸術における一回性の喪失は、その

芸術的価植を根底から揺さぶる問題となる。

これら二つの課題は「芸術の公共性jという問題と関わっている。本論文の現代社会における芸術、特

に音楽芸術の社会的役割について「公共性Jを通じて考え直すテーマは、筆者のオーケストラ活動の現場

での取り組みから生まれたものである。では「公共性jとはいかなるものであろうか。

「同化/排除の機制を不可欠とする共間体ではない。それは価値の複数性を条件とし、共通の世

界にそれぞ、れの仕方で関心を抱く人び、との間に生成する言説の空間である。」

(蔚藤純一 f公共性j岩波書活、 2000年、 6頁)

オーケストラに限定するまでもなく、文化芸術の地域社会、社会教育、企業活動などに占める役割は、

趣味や教養を超えた社会的存在として重要な位龍にあることは明白である。では、「公共性とは、公共の

利益J(桂木隆夫『公共哲学とはなんだろう j勤草書語、 2005年、 3頁)でもあるならば、文化芸術の社

会にもたらす「公共の利益jとは何であるのか。そして、ベネズエラの青少年・児童にとり生きるすべて

となった音楽に公共性は生成するのか。音楽を演奏するうえで最も社会的な形態をであるオーケストラ

に、その姿を現しているのではないだろうか。

本論文は、わが国の文化政策が捉える文化芸術を公共性の視点から再考し、文化芸術の特質である一回

性と情報化社会との関に横たわる課題について論じる。最後にそれらを踏まえつつ、音楽芸術が備えてい

る社会的な力の源泉をオーケストラの組織構造や演奏行為のプロセスに求め、オーケストラの公共性につ

いて示す。

2.文化致策と芸術

-びわ湖水ール潤題

2008年3丹滋賀県大津市にあるオペラハウス「ぴわ湖ホールjの自主運営費削減案が滋賀県議会に提出

され、議論を呼んだ。(草月日新問、 2008年3月18日朝刊、 13版)1998年に総事業費332億円をかけ開館した

このホールに県が支出する管理運営費は、約11億2000万円である。今屈の削減案は、この一割に当たる l

億1000万円をカットするものであり、今後の更なる削減の検討もされているといわれた。この削減案の理

由は、乳幼兇援療費などの福祉医療費助成に必要な財源を確保するためで、びわ湖ホールの事業費削減が

その対象として検討された。(京都新聞、 2008年3月l日朝刊、滋賀販)

この予算案に対し異議を示した後援者たちの活動も活発となった。「び、わ湖ホー jレ劇場サボーターjや

利用者などが「びわ湖ホールを応援する会」を結成し、インターネットを通じて総計29，039名の署名を集

めた。(ぴわ滞ホールを応援する会 http://biwako.e-message.jp 2008. 6. 4 アクセス 以下参熊)また、

日本芸能実演間体協議会、野本オペラ連盟、日本オーケストラ連盟、日本演奏家連盟、日本音楽家ユニオ

ンの 5団体の連名で、文化事業継続の要望書が、 2008年3月18日付で県議会長宛に提出された。結果とし
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でこの予算案は、滋賀県議会予算特別委員会における議論を経て、「ぴわ湖ホー jレ事業予算 1億1000万円

は削減されるが更なる削減は含まないjとする修正案が、 2008年3月248に可決され、一志の決着を見て

いる。

今回の「ぴわ湖ホール」のケースは、今や滋賀県に限られた問題ではない。現在進展しているわが自の

少子高齢化問題は、地域産業の衰退による税収の減少、人口の高齢化に伴う高齢者福祉に対する負担の増

大を地方自治体に背負わせる要圏となっている。一方で iU、わiMホール」が滋賀県にもたらす経済効果に

ついては、期待されていない現状がある。ホール入場者の過半数を点める県外からの来場者の宿泊や観光

などは、隣接している京都府を利用する傾向がある。さらに、滋賀県議会予算特別委員会での滋賀県県民

生活部長の答弁からは、 2008年度予算における自主制作オペラ 2本について、県民一人あたり 2万円の投

入になることもわかった。

-行政の公共性

このような環境の中で行われた福祉政策の財源確保のための文化政策予算の見度しは、福祉政策や文化

政策などを通じて市民の公共の利益(公益)を生み出すべき行政の公共性が間われた問題であったO 行政

法学者の室井力によれば、行政の公共性は次のように考えることができる。

f憲法を基準に、人権を藍接または間接に確保、保離するところに f行政の公共性jの第一義的

日的を見出し、その手段として、民主主義の実現を主張するのである。j

(室井力編 f現代国家の公共性分析j日本評論社、 1990年、 10頁)

そして行政の公共性の法的基準について「公共性の法的基準は、抽象的・一般的には、人権・民主・王子和

および主権ということに概括できる。J(悶『現代田家の公共性分析j11頁)としている。

ここでいう人権とは、 f独立・対等・自由な他人人格の権利・自由の確立・保障J(開12貰)であり、行

政の公共性における自的となるものである。また民主主義とは、目的を実現するための手段のことを示し、

最後の平和主義とは、自的と手段が公共性を発揮するための前提条件と捉えられる。

ここで文化政策の公共性に立ち戻ると、その目的と手段とは、それぞれ何を拐すのであろうか。

「独立・対等・自由jを公共性の目指すものとするならば、文化政策の公共性は、文化活動の自由や多

様な文化活動に対する非排他性を実現することを目標としなければならない。また手段については、民開

を含めた文化活動支援策の情報公開と説明責任の実現、地方自治体における市民の文化活動に対する自由

の保障がそれにあたる。以上のことは、わが国ではじめて文化芸術活動の法的基盤となった「文化芸術振

興基本法J(2001年12月7日号外 法律第148号)の前文で示されていることでもある。

「我が国の文化芸術の振興を関るためには、文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨

としつつ、文化芸術を国民の身近なものとし、それを尊重し大切にするような包括的に施策を推

進していくことが不可欠であるoJ

しかし現在行われている文化政策は、この前文に記された理念を現実のものとしているとはいえない。

「文化芸術の按輿に関する基本的な方針J(第2次基本方針平成19年2月98際議決定)では、文化芸

術について要約すると次のような定義をしている。
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1.人間が人間らしく生きるための樟となるもの

2.人間相互の連帯感を生みだし、共に生きる社会の基盤を形成するもの

3. より賓の高い経済活動を実現するもの

4.科学技術や情報化の進展が人類の真の発展に貢献するよう支えるもの

5.文化の多様性を維持し、世界平和の礎となるもの

また、今日では、「文化カJが留の力であるこということが世界的にも認識されるとともに、文

化芸術と経済は密接に関連しあうと考えられている。

(文化審議会文化政策部会『アートマネジメント人材等の育成及び活用についてj

審議経過報告、 2008年 2丹1司、 l頁参照)

このように文化芸術の社会的部値に対する評価とともに、文化芸術の経済的価値についても「文化カ」

という震葉を寵いながらその有益性を説いている。このことに関してはJ文化振興マスタープランJ(1998 

年 3月31日 文化庁)の1(3)経済と文化Jの項目で雪及されている。

f文化は、経済活動において多様かっ高い付加価値を生みだす源泉となっているとともに、文化

に関する産業そのものが新しく成長が期待される分野となってきているoJ

文化の活性化は社会の活力を生み、経済効果をもたらし、さらに社会活動に必要な創造性が豊かに育っ

ていくとしている。このように行政から期待される文化芸術の「高い付加価値jは、現在の急、激に進んだ

情報産業の技術革新とともに出現している。文化芸術を情報として萌品化し消費することがもたらす経済

的効果は、計り知れないものである。しかしこの経済活動は、文化芸術の価値に対する考え方を大きく揺

さぶる問題であり、文化芸術との共存については慎重に議論しなければならない。ここでは芸術の経済的

側面については次章に譲り、文化芸術の公共性について論を進めていく。

-文化芸術と公共性

「公共性jの言葉のもつ意味について整理しておくと、以下のような四つに分けることができる。

1.国家が法や政策などを通じて国民に対して行う活動 (official)

2.すべての人びとに関係する共通の利益・慰産、共通に妥当すべき規範、

3.共通の関心事 (common)

4.誰もがアクゼスすることを拒まれない空間や情報 (open)

(藤藤純一『公共性j岩波書!吾、 2000年、 viu ix参黒)

ここから文化政策と公共性の関連を探していく。まず、 11.officiaUについては、先に引用した「文

化芸術指輿法」あるいは f地方自治法の一部を改正する法律J(2003年9月3日 法律第81号)に伴う「指

定管理者制度Jの施策、古くは「著作権法J(1970年 5月6日 法律第48号)などの法整僚が挙げられる。

次に、 2.及び 13.commonJとの関連を考えるならば、芸術作品は、人類に残された文化芸術遺産と

しての財産(公財)であり、それ自体が持つ感性的・美的価値は人びとに共通の規範と関心事を引き出す

といえる。このことについて、音楽芸術に置き換えて考えると次のようなことがいえる。まず、作品や演
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奏様式にたいする「共通の解釈Jが、こ重奏からオーケストラにいたるさまざまな合奏の形態において、

演奏家の間で交わされる感性的・美的判断を伴ったコミュニケーションの中から生まれ、そこから演奏家

には f共通に妥当すべき規範Jが見えてくる。

さて、最後の 14.openJについては、文化芸術が俄えている特質として当然の要素である。地域格差

や経済格差などによって生じる文化芸術を享受する機会の不平等は、公財である文化芸術にとって、乗り

越えなければならない課題である。そしてこの lopenJについては、情報技術や通信技術の発達が後押し

する形で、今まで以上により強く認識されている。 以上のことから、文化政策は、誰に対しでも開かれた

公共性を確保するために施策されることが求められる。

-文化芸衛に内設する公共性

しかし現在の文化政策は、文化芸術の公共性を確保するため、あるいは文化芸術それ自体に内在する公

共性のためではなく、文化芸術によってもたらされる経済的側面を含めた社会的合益に対する関心が強い

ように思われる。

次に示すのは、民間による文化芸術支援策のひとつである企業メセナ活動において、企業がその対象と

して文化芸術を選ぶ理由についてまとめたものである。これは、文化芸術活動を企業和雄を含めた社会的

公益とみなす根拠にもなる。

1 .常識破壊力や錨値観造力を持つ

2.触媒的万能薬として環境・教育・福祉霞療等、他の領域で新たな動きを生み出し、課題を解

決する一助と成りえる。

(企業メセナ協議会研究部会2003年度研究報告

f企業メセナの新たな展開ーアート NPuとの連携j2004年3月、 12頁参熊)

文化芸術の「常識破壊力」や「価値観造力Jが導くものは、文化芸術のもつ発想の自由さ、多様性の中

から生まれる新たな価値観、そして、文化芸術以外の領域の創造性を触発することにより導かれる社会の

活性化などが考えられる。しかし「常識破壊力jや「価値創造力」から生まれる社会的公益の最大のもの

は、多様性を克服した「公的領域」あるいは f公共の領域Jの生成である。

政治思想家であるハンナ・アーレント (1906-1975)は、 f公的jという用語の意味について次のよう

に示している。

「公に現れるものすべて、万人によって見られ、関かれ、可能な限り最も広く公示されるという

こと。J (志水速雄訳 υ、開の条件jちくま文庫、 1994年、 75頁)

「世界そのものを意味している。なぜなら、世界とは、私たちすべての者に共通するものであり、

私たちが私的に所有している場所とは異なるからである。J(問、 78頁)

この「公的Jの意味から、私たちの「共通世界jにおいて公共性が保たれるための条件を導き出すと次

のようになる。「第一に、世界に立すする多撞多様なパースベクティヴが失われていないこと。第二に、人

びとがそもそもその間に存在する事柄への関心を失っていないことJ(前掲 f公共性.146頁)ここで大切

なことは、多様な価値観の存在に対する自由な思考と爵心であるといえる。

文化芸術振興法に示されている「文化芸術活動における主体性を尊重するjことは、多様な価値観の共
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生を保障することにより現実のものとなる。この保障こそが、文化芸術における社会的公主主の最大のもの

であり、文化芸術の公共性の根拠となる。

では、文化芸術に期待されている経済的な付加価値は、文化芸術に持をもたらすのであろうか。

3箇 E情報化社会のなかの文化芸構

ー情報化社会と文化芸欝

現代社会における複製技術産業と情報技術産業の発展によりもたらされた文化芸術の情報資源としての

活用、情報の拡散、情報伝達のスピードアップなどは、文化芸術の領域にも問題を投げかけている。

複製技術がその対象とするのは、さまざまな著作物である。著作権法の定める著作物とは以下のとおり

である。

「思想、又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するも

のJ(著作権法第 2条第 l項第 l号)

音楽作品について著作物にさきたるのは、楽曲と歌詞であり、演奏家の権利としては「著作隣接権jが与

えられている。音楽と複製技術との関係は、印織された楽譜にとどまらず、演奏により音として構築され

た音楽も含まれている。音楽を楽しむと雪った場合には、複製技術を使って記録された音楽を再生機器に

より鑑賞することを指すのが大半である。 1970年代のカセットテープレコ…夕、ーの普及に始まり、 1990年

代後半からの急激な謹製機器の開発、そして、今ではデジタル録音機器の DAT 羽Dを使い高品震な複製

を作ることができるようになっている。それに加えて、複製に際し劣化現象の起きないデジタル技術が家

庭用機器にまで、広がったことが、それまでのアナログ技術だけのときと大きく違うところである。デジタ

ル技術を使って複製品を作成すれば、オリジナル作品との差異が非常に狭まり、ここに音楽芸術と複製技

術の開に、今まで以上の大きな伺題が生じる。

援製技術が、オリジナル作品との差異を感じられない精度による複製を可能としたことで、廉価な複製

品が市場に出回り、それにより、オリジナル著作者の権利と利識を大きく損なう事態が起きたのは、当然

予1~1jされたことである。そこで考えられた対策のひとつが f私的録音録画補償制度J (1992年)で、デジタ

ル機器の価格に補償金を上乗せして徴収する方法である。しかし、この制度で解決されたのは、経済的権

利の側面だけであり、音楽芸術の芸術としての価値に対する認識を改善する助けになったとはいえない。

文化芸術は、複製技術が進歩を遂げるにつれ、情報資源として大いに活用され、経法的な付加価値の役

割を見事に果たしている。しかし、新しい産業技術の構築とも言える複製技術産業の発展は、文化芸術の

享受の形として本当に望ましいのだろうか。

また、インターネットによるデータ通信を利用した送信・受信による援製、あるいは「既存の作品の再

解釈・再構成を伴う f借用JJ(福井健策『著作権とは何かj集英社新書、 2005年。 140頁)という状況も

まれている。例えば、ヒーリング音楽としてのクラッシク音楽の活用や転用、または、新作の歌詞をク

ラッシクの既存の楽曲につけて新しい楽曲とするなど、音楽芸術作品の再利用がそれに該当する。

「閤有の文化的背景との関係から切り離された価値や出来事として単に消費の対象として目的化

され、靖報が蕗品として流通し、消費されている。J

(小林康夫編 W21世紀における芸術の役割』未来社、 2006年、 296頁)
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1'1育報を、浪費する現在の社会では、それらの固有の価舗としての文化が相対的な価舗の一つでし

かないものとして諮費され、その神通力を失う危機に見舞われます。J(問、 297頁)
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かつて芸術も、ある目的にかなうためにその価値を利用されていた。貴族社会の権力の象徴のため、資

本家の欲望のため、あるいは、ソビエト時代の芸術作品に見られる、政治体制jの賛辞と民衆の団結のため

などを挙げることができる。いずれにしても、芸術の持つ価値は、ほかの何かと交換可能なものではない。

文化芸術の自有の価植が認められ、その神通力によって目的は支えられていたのである。

しかし、現代における文化芸術を取り巻く環境は、文化芸術が特権的であること、私的領域に留まるこ

と、政治と結びつきを強くすることをもはや許さない。その上、 i育報産業を中心とする技術革新は、芸術

の享受のみならず、創作についての方法をも激変させてしまった。デジタルカメラで撮影した開銀をパソ

コンで処理し作品として仕上げ、あるいは、楽器演奏の代わりにコンピュ…ターソフトを活用して作曲す

るなど、今までと違う表現技術が生まれている。このような方法で制作された芸術作品は、さまざまな情

報発信機器を利用して、創作活動の私的領域から社会に向けて発信されることが可能となっている。

換えれば、誰もが私的領域にあったものを公的領域へ開示できる。

情報化社会の進展は、文化芸術の鑑賞や演奏、そして、創作の領域に確実に影響を与えている。これは

すべての芸術分野にも該当し、公的領域へ持ち出された文化芸術は、かつてとは比較にならない多くの人

びとによる、その価値や成果などについての判断・評価を受け止めなければならない。

-華街のー菌性と公共性

ここまで見てきた技術革新に伴う芸術作品の鑑賞、創作過程の変化は、ヴァルター・ベンヤミンが「複

製技術の時代における芸術作品jで述べたところの「芸術作品は、それが存在する場所に、一回探り存在

するものJ(野村修訳縞『ボードレールベンヤミンの仕事2.1岩波文庫、 1995年、 65頁)である特性を完

全に失わせてしまっている。このことについてピアニストで指揮者のダニエル・パレンボイム (1942~) 

は、芸術の一回性について演奏行為になぞらえつつ諾っている。

「一囲の公演にはーっきりの可能性しかない。音というのはもともと束の聞の存在なのだから。

一度終わってしまえばそれきりなのだ。準備をする段階から、一つのゴールに行きっかねばなら

ぬという事実から発生するいろいろな要素を考慮しなければならない。ある意味で、それは人間

や横物の一生に等しいものなのだoJ
(A. グぞリミアン縞 中野真紀子訳 fパレンボ、イム/サイード 音楽と社会j

みすず書薦、 2004年、 38頁)

パレンボイムの言葉からは、芸術の一関性の価値、雷い換えれば、一因性こそが芸術を芸術と成らしめ

ていることが読みとれる。また、一個性を支えるために、論理的な思考に基づいた準備の必要性にも

している。演奏は、楽譜に定着されている情報を持関と空間の中に響きとして再構築する作業といえる。

作曲された作品は、時間の流れに沿い、音による響きを得て音楽として生き返る。取り返せない時陪の中

で決して立ち止まることが許されない一間限りの演奏のために、音の響きや音の持続性などについて、入

念な準犠が必要である。

演奏家は、この準備のために美的判断力、論理的判断力を動員するが、オーケストラに見られるような

多数の演奏家による場合には、この美的、論理的判断に対する検証が、演奏家間士のコミュニケーション
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を通じて行われる。このコミュニケ…ションが、演奏における一回性の価値をより高いものに引き上げて

いく。芸術の一間性は、主体的であり私的である演奏の公的領域へ向けた思考の表明をその独自性におい

て支えている。公的領域へ現れた思考は、多様な視点からの新たな判断や批判を受けることになる。

「公共的空間とは、自らの f行為jと『意見jに対して、応、答が返される空賄」

(蔚藤純一『公共性j岩波書店、 2000年、吋)

判新や批判を受けることは、芸術が公共性を備えている空間であることの誌となる。オーケストラのよ

うに多数の演奏家により構成される演奏集団では、一回限りの演奏のための私的思考や価値観と他者のそ

れとの協調が求められ、このことは、公共性がそこに生成するための条件と向ーである。技術革新によっ

て失われていく芸術の一間性は、芸術の公共性を考える上において大切な要素となっている。

次章では、今までの考察を踏まえて、オーケストラの公共性について、オーケストラの組織構造や演奏

行為における現象から探ることとする。

4.公共性から見るオーケストラ

-オーケストラの多数性

オーケストラの組織構造あるいは、演奏行為にみられる演奏家たちの音楽的な栢互作用から、公共性の

理念:を考えるのがこの主主のテーマである。

オーケストラが演奏する際最も必要としている音楽的要素は、演奏家それぞ、れの感性的判断や作品解釈

に対する相互の共感を出発点として、そこから音楽的合意を形づくることといえる。しかも、この共感と

合意は、法奏を講築するための前提であり、常に求められ音楽的な行為である。オーケストラは、演奏家

たちの音楽的体験の違い、あるいは、グローパルに演奏家が集まる場合であれば生活文化の違いなど、‘多

様な背景をもった多数の演奏家の集簡である。このように、オーケストラは、多様な価値観をもっ多数の

演奏家による昔楽的な合意を基に、演奏を作り上げていくことになる。多様性と多数性は、オーケストラ

の組織構造に必然的な前提条件と捉えられる。ここで、ハンナ・アーレントの言葉を再び引けば、オーケ

ストラの音楽的行為と社会活動の相似:1生が見えてくる。

f多数性が人間活動の条件で、あるというのは、私たちが人間で、あるという点ですべて同一であり

ながら、だれ一人として、過去に生まれた他人、現に生きている地人、未来に生きるであろう他

人と、けっして同一ではないからである。」

(志水速雄訳 f人間の条件jちくま学芸文庫、 1994年、 21頁)

「二つの物体が時じ場所を占めることができないように、ひとりの人の場所が他人の場所と一致

することはない。J(問、 85頁)

オーケストラの組織構造の特質は、演奏家の多数性、そして、それによってもたらされる多様性であり、

演奏家相互の役裂は決して一致することなく、交換ができないものである。オーケストラの演奏に参加す

ると、さまざまな現象との出会を体験しながら演奏に関わることになる。指揮者の示した音楽の方向性を

前提の一つに加えつつ、多様な感性を持った多数の団員の判断が、音楽の流れる時間を作っていく。
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-演奏プロセスにみる公共性

このとき行われる多種多様な判断は、団員共通の判断として、桔互に受け入れられていくことを期待さ

れている。これは、意思決定というより、次に続く音楽の進むべき方向の指標となる。新しい感性的ある

いは論理的判断は、楽曲の開始から終止まで絶え間なく行われていく。この行為に必要なコミュニケーショ

ンが、団員相互の間で交わされながら演奏を形にしていくのである。このことはいわば f公的領域におけ

るコミュニケーションの流れjということが出来る。

社会理論家のユルゲン・ハーパーマス (1929~ )によれば、「公的領域jとは、

「コミュニケーションの流れといっても権力化したコミュニケーションではなく、自発的なコ

ミュニケーションの流れであり、しかもそれは意思決定ではなく発見と問題の解決のための、そ

の意味で非組織的な公共圏のコミュニケーションの流れであるj

(細谷貞雄・山田正行訳 f第2瓶 公共性の講造転換j未来社、 1994年、 xx x v) 

オーケストラの演奏行為において行われている部員相五の音楽を媒体としたコミュニケーションは、公

共性の存在する公的領域(公共圏)のコミュニケーションと相似していることが理解される。そして、こ

こで、行われるコミュニケーションは、オーケストラによる芸術表現という共通の世界を現すために行われ

る。

f公的領域のリアリティは、無数の遠近法と制面が同時的に存在する場合に確証される。なぜな

ら、このような無数の遠近法と側面の中にこそ、共通世界がおのずとその姿を現すからである。J

(前掲『人関の条件j85頁)

楽譜として残されている作品は、昔による再現行為である演奏により響きとして立ち上がり、はじめて

芸術的な価値を完全な姿で我々の前に現す。記号化され印制された楽譜を昔響という'情報に変換する作業

は、無数の方法論や演奏家の持つ知識・感性・経験・洞察力が総動員され、それらを一つにする音楽的な

判断により進められていく。オーケストラでは、この変換する作業にも、個々の演奏家の判技庁における

異があるため、多くの視点が存在することになる。そのゆで、「共通世界Jは、他者の合意を求めるいく

つもの判訴が嶺み重ねられながら形成されていく。そして、この f共通世界jこそが、公共性の存在する

世界である。オ…ケストラの音楽的価値を生み出す演奏行為は、公共性がそこに成立するための条件と重

なり合っている。

f第一に、世界に対する多種多様なパースベクテイヴが失われていないこと。 に、人びとが

そもそもその関に存在する事柄に関心を失っていないこと。J

(驚藤純-r公共性j岩波書底、 2000年、 46頁)

人と人の聞に存在するものに関心を持つことは、陀特に「他の人」に対する関心を持つことにつながる。

公共的空間は、「共通の世界にそれぞれの仕方で関心を抱く人々の間に生成する言説の空関J(前掲『公共

性j6頁)であり、他者の存在なしには考えることはできない。コミュニケーションを通じて判断される

事柄は、決して f好きjや「嫌いjといった意思表明で終わることのできない、ある規範によってもたら

されなければならない。そうでなければ、共通世界における公共性は成り立たなくなる。同じようにオー
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ケストラの演奏行為も、屈員相互のコミュニケーションで成り立っている以上、規範により支えられた判

断がなされている。オーケストラには、その根本的な構造において多くの決まりごとが存在している。同

じ空間そして同じ時間のなかで演奏すること、作曲家の残したスコアがあること、この二つは、特に大き

な規範としてオーケストラの漬奏を限定するものである。しかし、この規範があるからこそ、「好きJI嫌

いJを超えた団員相互による合意を生むことになり、演奏する行為のプロセスに「共通世界jとしての姿

が現れてくる。

オーケストラは、その構造と演奏過積の中に、公共性に不可欠な要素である多数性と、そこから求めら

れ生み出される合意のプロセスが存在するからこそ、公共性を形成するのである。演奏を通して空調的そ

して時間的体験を共有し、共通の美的・芸術的世・界を作り出すことがオーケストラの特筆すべき存在価値

として社会に示されている。これは競争原理の強まった現代社会の中で、ほかの社会的価錨観とは交換で

きないものである。

5. おわりに

今屈のテーマであるオーケストラの公共性を論じるきっかけとなったのは、最近注目を浴びているアー

トマネジメントに関する調査・研究を始めたことにある。「指定管理者制度Jの導入や「官民競争入札制

度(市場化テスト )Jの開始など、文化芸術を取り巻く環境は、競争原理に基づく制度の導入を進めてい

る。これを契機に、さまざまなところで社会における文化芸術のあり方が論じられている。文化芸術と文

化行政との関わり、官民の文化活動に対応する法律的な根拠についてなど、多くの領域が議論の対象となっ

ている。

アートマネジメントの分野は、文化芸術と地域社会を結ぶ役割をその機能として期待され、現在それに

携わる専門職の育成が求められている。しかし、この分野における議論を見ると、文化芸術をどのように

アレンジ、活用し、文化掠輿や地域社会の活性化へつなげるのかという論調が中心であり、現代社会にお

ける芸術のもつ髄値について再考し、そこから議論を進めていくことにはなっていなかった。特に筆者の

門領域である音楽芸術、さらに絞ればオーケストラの分野においては、企業メセナや NPO活動との連

携、あるいは、アウトリーチ活動などの教育分野との関係についての議論が多いいため、今一度、オーケ

ストラの瑛代社会における社会的位置づ、けの原点について立ち廃る必要性を感じたのである。

そこでオーケストラの社会的価値を探るキーワードとして、現在幅広い分野からその概念について控目

されている「公共性」を選ぶこととした。「公共性Jに注目したにのは、本論でも取り上げた医療・福祉

制度の見直し、文化政策との関わりで蓄えば指定管理者制度についてなど、社会制度に関する多方面にj度

る問題について考えるときの基本概念として、理論的かつ有益な示唆を得ることができると考えたからで

ある。この公共性の概念を拠りどころとした検証の必要性は、アート NPOなどの民間活動や企業の文化

支援策などについても言えることで、たとえ文化芸術活動であっても、公的領域における公共性に基づく

価値や、その公益性について議論され評価をうけなければならない。

本論文は、文化芸術と文化政策やアート NPO活動、そして企業メセナなどが地域振興、地域社会活性

化の名のもとに連携を深めるのは、芸術の創作的エネルギーが社会活動のエネルギーへと変換されるから

だけなのか、ほかに根源的な理由があるのではないかという疑問について f公共性Jを切り口に、なおか

つ、オーケストラの演奏における音楽的行為から解き明かそうとした。そして、得られた結論は、情報化

社会のゆで失われていく文化芸術の一間性は、文化芸術の価値をその根鹿で支えるものであり、文化芸術

の公共性が生成する源泉であること。なぜなら、オーケストラの構造原理が多数性とそこから生まれる多
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様性を基礎とするがゆえに、音楽作品を響きの世界へと得構築していくプロセスは、芸術の一昭性の髄値

をより高い次元で示し、なおかつ、公共性が生成されるプロセスと相似するからである。すなわち、音楽

芸術を生み出す芸術的行為それ自体に、公共性は内包されている。このことは、文化芸術の芸術的儲催と

ともに社会的価舗について、公共性の側面から確認することにつながり、さらには、文化芸術と現代社会

の関わりについて再考する足がかりとなる。
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